
 

被災したパソコンの処理について 

 

 

被災したパソコンの処理方法は、以下のとおり。 

 

１．被災地ではがれき等の迅速な処理が最優先であることから、被災したパソコンにつ

いては、災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理することもやむを得ない。 

 

２．他のがれき等と混在していない場合など分別が可能な場合は以下の手順で実施。 

第１ステップ：自治体が、分けられる範囲で分別・保管 

○自治体が、収集した災害廃棄物の中から、可能な範囲で、パソコンを分別 

第２ステップ：自治体が、リサイクルが見込めるかを判断 

○破損・腐食の程度等を勘案し、リサイクル可能（有用な資源の回収が見込める）か否

かを、自治体が判断   

○判断が困難な場合は、パソコンメーカーが支援 

 ※支援受付窓口：パソコン３Ｒ推進協会 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐田啓太氏 03-5282-7820 

第３ステップ：パソコン３Ｒ推進協会が引き取り、又は自治体で処理 

→リサイクルが見込める場合  

パソコン３Ｒ推進協会の指定業者が自治体の保管場所に引き取りに行き（台数が少ない

場合は、ゆうパック使用の場合あり）、パソコン３Ｒ推進協会がリサイクルを実施  

※引き取り受付窓口：支援受付窓口の連絡先と同じ 

→リサイクルが見込めない場合  

災害廃棄物として、他の廃棄物と一括で処理 

 

 

注意点 

○パソコンを災害廃棄物から分別することは、資源有効利用促進法上は、義務ではない。 

○過去の震災（例：新潟県中越沖地震）においては、リサイクルが見込めない場合には、

災害廃棄物として一括して処理をするのが通例。 

○ＰＣリサイクルマークのないものについては、市町村がパソコン３Ｒ推進協会に引き

渡した場合に発生するリサイクルの費用（リサイクル料金を含む）は市町村負担であ

るが、国庫補助の対象となる。ＰＣリサイクルマークのあるものについては、リサイ

クル料金を市町村が負担する必要はない。 

○パソコン３Ｒ推進協会が引き取る場合、市町村でＰＣリサイクルマークの有無を確認

する必要はない。協会がＰＣリサイクルマークのないものの台数をカウントし、当該

台数分のリサイクル料金を事後的に市町村に請求する。 

 

以上 


